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特殊車両と過積載車両の指導取締りを実施します。
～国民の財産である道路を守り、交通の安全を確保します～

　特殊車両と過積載車両の通行について、道路構造の保全と交通の安全確保を図るた
め、大仙警察署と合同で特殊車両と過積載車両の指導取締りを実施し、通行許可の履
行確認および違反車両に対して必要な措置命令等を行います。

　道路は一定の寸法や重量の車両が通れるように造られており、特殊車両は許可され
た重量や寸法条件を遵守する場合に限り、通行することができます。しかし、許可条
件を違法に超過した特殊車両は、本来道路が保有する寿命を著しく縮めることによ
り、補修費用の負担を増大させ、また、死亡事故等の重大事故を誘因するなど、社会
経済活動に大きな影響を与えています。このため、道路構造の保全、交通の安全確保
を図ることを目的に大仙警察署と合同で指導取締りを実施するものです。

　■取締日時：平成２８年８月９日（火）　１４時１０分～１６時００分

　■取締場所：神岡除雪ステーション（大仙市北楢岡地内　道の駅かみおか隣）

　　（注）天候などの事情により中止となる場合があります。中止のお知らせはしませんので予めご了承ください。

　◆国土交通省　東北地方整備局　湯沢河川国道事務所

（取締り場所位置図） （昨年の実施状況）
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